
 

社会福祉法人那覇市社会福祉協議会処務規程 

 

                          １９６０年８月２６日施行 

                          １９７２年５月１１日一部改正 

                          昭和４９年２月１５日一部改正 

                          昭和５１年４月１日一部改正 

                          昭和５２年４月６日一部改正 

                          昭和５５年４月１日一部改正 

                          昭和５６年９月１日一部改正 

                         昭和５８年４月１日一部改正 

                          昭和６０年５月２７日一部改正 

                          昭和６３年８月３１日一部改正 

                          平成元年５月２４日一部改正 

                          平成８年１月２６日全部改正 

                          平成１３年８月２１日一部改正 

                          平成 1５年３月２８日一部改正 

                          平成１６年４月１日一部改正 

平成１７年６月１５日一部改正 

平成１８年５月２３日一部改正 

平成２０年１２月２４日一部改正 

平成３０年 2月 14日一部改正 

 

（趣旨） 

第１条 社会福祉法人那覇市社会福祉協議会（以下「本会」という。）の事務処理は、この規

程の定めるところによる。 

 

（決裁） 

第２条 会長の決裁事項は、次のとおりとする。 

（１）理事会及び評議員会の招集、議案の提出に関すること。 

（２）委員会の開催に関すること。 

（３）職員の任免、給与等に関すること。 

（４）予算の編成及び決算書の作成に関すること。 

（５）１件５００万円超の予算の執行及び契約の締結に関すること 

（６）前各号に掲げるもののほか、特に重要または異例に属すると認められる事項。 

 

 



 

（常務理事、事務局長及び施設長の専決） 

第３条 常務理事、事務局長、老人福祉センター及び老人憩の家（以下「施設」という。）の

長は、別表第１に掲げる事務を専決することができる。 

 

（専決の制限） 

第４条 前条の規定にかかわらず、特命のあった事項、重要若しくは異例と認められる事項、

新規な事項又は疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。 

 

（事務の代決） 

第５条 会長が不在のときは、副会長がその事務を代決する。 

２ 会長、副会長がともに不在のときは、常務理事がその事務を代決する。 

３ 常務理事が不在のときは、事務局長がその事務を代決する。 

４ 事務局長が不在のときは、担当課長がその事務を代決する。 

 

（後閲） 

第６条 代決した事項については、起案者の責任において、すみやかに当該事務の決裁責任

者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りではない。 

  

（文書事務担当者） 

第７条 事務局の総務課及び施設に文書事務担当者を置く。 

２ 事務局長及び施設長は、文書事務担当者を指定し、文書の事務を行わせる。 

 

（文書の収受及び配布） 

第８条 本会に到達した文書及び物品は、すべて文書事務担当者が収受し、次の各号に定め

るところにより、処理するものとする。ただし、施設関係文書は施設で収受する。 

（１）文書（次の各号に係るものを除く。）は、開封して当該文書の余白に収受印を押し、文

書収発件名簿に記載し、収受年月日及び収受番号を記入のうえ、その重要度応じにて会

長、常務理事又は事務局長、施設にあっては施設長の供覧に供した後、主（所）の総務

課長、施設にあっては事務担当者に配布すること。 

（２）親展文書及び個人あての文書は、記名人に交付し、現金、金券及び物品は金品受入簿

に記載して事務局長、施設にあっては施設長の指示を受けて処理する。 

（３）電報は訳文を付し第１号により処理し、親展電報は前号により処理する。 

 

（配布文書の処理） 

第９条 前条により配布を受けた文書は、単に受理にとどまる文書は、当該文書の余白に『供

覧』と記載し、上司の閲覧に供しなければならない。 



 

  

（文書の起案） 

第 10 条 文書による起案は、起案用紙により行い、他の担当者に関係あるときは、当該関

係のある担当者に合議をし、上司の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な文書に

ついては、その処理案を当該文書の余白又は付せんに記載して決裁処理をすることができ

る。 

２ 経費を伴うものについては支出科目及び所要経費の概算を明記し、あらかじめ会計責任

者に合議しなければならない。 

 

（決裁又は閲覧文書の処理） 

第 11 条 文書が決裁済み又は閲覧済みになったときは、文書事務担当者はその上部に決裁

日印を押して事務担当者に渡さなければならない。 

 

（施行文書） 

第 12 条 決裁済みの文書は、番号、施行年月日を記入のうえ、これを浄書し契印しなけれ

ばならない。ただし、軽易な文書については、契印を省略することができる。 

2 契印する文書については、概ね次の各号に揚げるものとする。 

（１）委託契約に関する文書 

（２）行政等への申請、進達文書 

（３）各種助成金等に関する文書 

（４）職員雇用等に関する文書 

（５）その他会長が必要と認める文書 

 

（文書の記号及び番号） 

第 13 条 文書には、次に定めるところにより記号及び番号を付さなければならない。ただ

し、軽易な文書には、記号及び番号を省略することができる。 

（１）文書に用いる記号は「那社協」とする。 

（２）文書に用いる番号は、会計年度毎に一連番号とし、当該文書が完結するまでは同一番

号を付するものとする。ただし、次年度にまたがり継続する場合は、新しい番号に移記

して完結するまで同一番号とする。 

（３）前号の文書の番号は、文書収発件名簿により毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に

終わるものとする。 

 

（文書の発送） 

第 14 条 決裁文書で発送を要するものは、文書収発件名簿に記載し、すみやかに発送しな

ければならない。 



 

２ 文書の発送は、すべて会長名を用いらなければならない。ただし、別に招集者が定めら

れている場合又は軽易な文書については、招集者、事務局長又は施設長名を用いることが

できる。 

 

（文書の整理） 

第 15 条 文書は、常に一定の場所に整理保管し、重要文書は、非常災害時に持ち出しでき

るよう保管しなければならない。 

 

（文書の編集） 

第 16条 文書が完結したときは、会計年度別に編集しなければならない。 

 

（文書の保存種別及び保存期間） 

第 17 条 文書の保存種別及び保存期間は、次のとおりとする。ただし、保存期間後なお保

存の必要があるものは、当該期限にかかわらず引き続き保存するものとする。 

（１）第１種 永久保存 

① 定款、規程及び例規 

② 理事会、評議員会に関する書類及び議事録 

③ 役職員の人事関係書類 

④ 登記及び訴訟に関する書類 

⑤ 資産台帳 

⑥ 許認可に関する書類 

⑦ 事業報告書、決算書、会計監査報告書 

⑧ 前各号に掲げるもののほか、永久保存を必要と認める書類 

（２）第２種 10年保存 

① 会計に関する帳簿、伝票及び証憑書類 

② 予算書、事業計画書 

③ 本会が発行した図書、パンフレット及び機関誌 

④ 生活福祉資金貸付関係書類、助け合い金庫貸付関係書類 

⑤ 重要な統計書類 

⑥ 前号に掲げるもののほか、10年保存を必要と認める書類 

（３）第３種 ２年保存 

① 第１種、第２種に属しない書類。ただし、軽易なものは１年保存とすることができ

る。 

 

（保存期間の起算） 

第 18 条 文書の保存期間の計算は、文書処理完結の会計年度の翌年度の４月１日から起算



 

する。 

 

（保存文書の廃棄） 

第 19 条 文書事務担当者は、文書の保存期間が満了したときは、事務局にあっては事務局

長、施設にあっては施設長に協議してこれを廃棄するものとする。ただし、施設にあって

第２種保存の文書を廃棄する場合は、事務局長に協議するものとする。 

 

（処務日誌） 

第 20 条 事務局及び施設に処務日誌を備え付け、会議、役職員の出張、重要事項、関係団

体との会合に関する事項、その他必要と認められる事項を記載し、事務局長及び施設長の

閲覧を受けるものとする。 

（委任） 

第 21条 この規程の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

附  則 

 １ この規程は、平成８年１月 26日から施行する。 

 ２ 那覇市社会福祉協議会処務規程（1960年８月 26日施行）第１条から第 15条までの

規程は、これを廃止する。 

  

附  則 

 １ この規程は、平成 13年８月２１日から施行する。 

 

附  則 

 １ この規程は、平成 1５年４月１日から施行する。 

 

附  則 

 １ この規程は、平成 1６年４月１日から施行する。 

 

附  則 

 １ この規程は、平成１７年６月１５日から施行する。 

 

附  則 

 １ この規程は、平成１８年５月２３日から施行する。 

 

附  則 

 １ この規程は、平成２０年１２月２４日から施行する。 



 

 

附  則 

 １ この規程は、平成３０年２月１４日から施行し、平成２９年５月３１日から適用する。 

 


